
訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
十
二
号 

本

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

域

機

関 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
、
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
又
は
介
護
時
間
」
を
加
え
、
「
介
護
休
暇
簿

（
様
式
第
八
号
）
」
を
「
介
護
休
暇
に
あ
つ
て
は
介
護
休
暇
簿
（
様
式
第
八
号
）
を
、
介
護
時
間

に
あ
つ
て
は
介
護
時
間
簿
（
様
式
第
八
号
の
二
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
同
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
取
消
」
を
「
取
消
等
」
に
改

め
る
。 

 

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第８号（第１１条関係） 

                        介    護    休    暇    簿                    （第一面） 

 所    属 氏    名 

   

要介護者に 

関する事項 

氏     名  要 介 護 者 の 状 態 及 び 具 体 的 な 介 護 の 内 容 

続     柄  
第１回  

同居・別居の別 □ 同居     □ 別居 

介護が必要となった時期 

 

                 年    月    日 

第２回  

第３回  

 
指 定 期 間 の 申 出 ・ 指 定 

第１回 第２回 第３回 

申出の期間 申出日 本人印 
決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 本人印 

決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 本人印 

決裁 

権者 
通算期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 
   月  日 

年 月 日から 

年 月 日まで 
   月  日 

年 月 日から 

年 月 日まで 
   月  日 

備考 備考 備考 

 
指 定 期 間 の 延 長 ・ 短 縮 

第１回 第２回 第３回 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 本人印 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 本人印 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 本人印 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 
   月  日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 
   月  日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 
   月  日 

備考 備考 備考 



（第二面） 

介 護 休 暇 の 請 求 ・ 承 認 

承 認 
年月日 

請 求 
年月日 

承 認 
本人 
印 

総務 
担当 
処理 

休      暇      の      期      間 
備 考 決裁 

権者 
 年      月      日 時 間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
    年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時 

備考 １ 承認の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

   ２ 該当する□にはレ印を記入すること。 



（第三面） 

介 護 休 暇 の 取 消 し 等 

受 理 
年月日 

届 出 
年月日 

受 理 
本人 
印 

総務 
担当 
処理 

休 暇 の 取 消 し 等 の 期 間 
備 考 決裁 

権者 
 年 月 日 時 間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分 日  

    年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

備考 受理の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

  



 

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



様式第８号の２（第１１条関係） 

                        介    護    時    間    簿                    （表面） 

 所   属 氏   名 
   

要介護者に
関する事項 

氏     名  

要介護者の状 

態及び具体的 

な介護の内容 
 

続     柄  
同居・別居の別     □ 同居     □ 別居 

介護が必要となった時期 
                年    月    日 

連続する３年の期間 
            年    月    日から     年    月    日まで 

承 認 
年月日 

請 求 
年月日 

承 認 
本人 
印 

総務 
担当 
処理 

休      暇      の      期      間 

備 考 決裁 
権者 

 年      月      日 時 間 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から □毎日 時  分～  時  分  
    年  月  日まで □その他（   ） 時  分～  時  分 

備考 １ 承認の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

   ２ 該当する□にはレ印を記入すること。 



（裏面） 

受 理 
年月日 

届 出 
年月日 

受 理 
本人 
印 

総務 
担当 
処理 

休 暇 の 取 消 し 等 の 期 間 
備 考 決裁 

権者 
 年 月 日 時 間 

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

・ ・ ・ ・ 
    年  月  日から 時  分～  時  分  

    年  月  日まで 時  分～  時  分  

備考 受理の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 



 

様
式
第
十
三
号
の
二
の
（
注
）
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
４
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
５
中
「 

 

」
の
次
に
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
の
三
の
（
注
）
４
中
「 

 

」
の
次
に
「 

   
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
十
七
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
第
２
条
の
２
第
３
号

 

 

 
第
２
条
の
３
第
３
号

 
 

 

養
子
縁
組
に
係
る
監
護
期
間
中
の
者
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
を
受
け
養
育
す
る
者
又
は
条

 

例
第
２
条
の
２
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
監
護
期
間
が
開
始
し
た
日
又
は
委

 
 

係
る
監
護
期
間
中
の
者
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
を
受
け
養
育
す
る
者
又
は
条
例
第
２
条
の

 

２
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
監
護
期
間
が
開
始
し
た
日
又
は
委
託
を
受
け
た

 

日
、

(
４

)
 

 

 

 
請
求
に
係
る
子
が
特
別
養
子
縁
組
に

 

 
第
２
条
の
２
第
２
号
又
は
第
３
号
）

 
 

 
 

(
３

)
 

 

 

 
(
３

)
 

 

 

 
第
２
条
の
３
第
２

 

 
 

 
 
請
求
に
係
る
子
が
特
別

 
号
又
は
第
３
号

 
 

 

 託
を
受
け
た
日
、

(
４

)
 

 



様式第１７号の２（第２１条の２関係） 

深夜勤務・時間外勤務制限請求書 

 

年  月  日  

 

  

埼玉県知事 様 

                     所 属                

職 名  氏       名 ○印   

  

次のとおり     のため                  の制限を請求します。 

１ 請求に係る子又 

は要介護者 

氏       名  

続       柄  

生 年 月 日    年  月  日生（□出産予定日） 

養子縁組の効力が生じた日    年  月  日 

子の委託等が開始された日    年  月  日 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

□有                 
 

  
 

  

深夜勤務 
の制限 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 

□ 毎日 
□ その他（   ） 

時間外勤 
務の制限 

  年  月  日から 
□ １年 □ １年に満たない期間（  月） 

 備考 
１について 
⑴ 「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。 
  なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」 
 欄に出産予定日を記入し、「出産予定日」の□にレ印を記入すること。 
⑵ 「養子縁組の効力が生じた日」及び「子の委託等が開始された日」欄は、 
 子を養育するための請求の場合のみ記入すること。 
２について 
⑴ この欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合のみ記入す 
 ること。 
⑵ 「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日 
 を超えることをいう。 
３について 
 この欄は、要介護者を介護するための請求の場合のみ記入すること。 
４について 
 子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子 
が満６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の日を制限終了日として請求す 
ること。 

 

□養育 

□介護 

□深夜において就業している 

□負傷、疾病、身体上又は精神上の障害によ 

り養育が困難である 

□産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 

14週間）又は産後８週間以内である 

□上記のいずれにも該当しない（養育ができ 

 る） 

 

□深夜勤務 

□時間外勤務 

勤務時間条例 

□第７条第２項（同条第３項に 

おいて準用する場合を含む。） 

□第７条第４項（同条第５項に 

おいて準用する場合を含む。） 

□無 

職員の配偶者で 

当該子の親であ 

る者の有無及び 

状況 

２ 

３ 

請求に係る期間 ４ 

要介護者の状態 
及び具体的な介 
護の内容 



 

様
式
第
十
七
号
の
三
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（

 
□

 
離
縁

 
 
□

 
養
子
縁
組
の
取
消

 
）

 
 

「
（

 
□

 
 

 
 

 
□

 
 

離
縁

 
 
□

 
養
子
縁
組
の
取
消

 
 
□

 
家
事
審
判
事
件
の
終
了

 

児
童
福
祉
法
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
解
除

 
）
」

 


